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一
定
の
障
が
い
が
あ
る　

歳
か
ら

６５

　

歳
ま
で
の
方
は
、
申
請
を
し
て
広

７４域
連
合
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制

度
へ
加
入
さ
れ
被
保
険
者
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、　

歳
に
な
る
ま
で
は
、
届

７５

け
に
よ
り
い
つ
で
も
長
寿
医
療
（
後

期
高
齢
者
医
療
）
制
度
か
ら
脱
退
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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・１級、２級、３級
・４級のうち次のいずれかの障がい
　①音声機能、言語機能の著しい障がい
　②両下肢のすべての指を欠くもの
　③１下肢を下肢の２分の１以上で欠くもの
　④１下肢の機能の著しい障がい

身体障害者手帳

・１級、２級精神障害者保健福祉手帳
・Ａ（重度）療育手帳
・１級、２級国民年金法等の障害年金
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　母子家庭のお母さんが就職に有利な資格取得
を目指し、２年以上養成機関で修業する場合に、
生活の負担軽減を図る為、毎月一定額の訓練促
進費を支給します。また卒業後に一時金を支給
します。
����

・神埼市内に住所を有する母子家庭の母
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の
所得水準にある方
・２年以上の養成機関で修業している方
・過去に本事業による訓練促進費を受給してい
ない方
�������	

　看護師（※准看護師は除く）、介護福祉士
　保育士、理学療法士、作業療法士
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次
の
①
②
を
ご
持
参
の
う
え
、
神

埼
市
役
所
市
民
課
・
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
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①
印
か
ん
、
②
障
が
い
が
分
か
る

手
帳
、
証
書
な
ど

※
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
日
か

ら
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
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①
印
か
ん
、
②
被
保
険
者
証
（
後

期
高
齢
者
医
療
）

※
撤
回
届
を
提
出
さ
れ
た
翌
日
か
ら

資
格
を
喪
失
し
ま
す
の
で
、
脱
退

さ
れ
た
場
合
は
、
ほ
か
の
医
療
保

険
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

※
撤
回
届
を
提
出
さ
れ
た
日
ま
で
は
、

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
加
入
期
間
分
の
保

険
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

※
撤
回
届
を
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
障
害
年

金
受
給
資
格
等
が
無
効
に
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
０
１
１
５

�
�
�
�

�
�
�
�

�������	


修業する全期間。支給申請があっ
た日の属する月の翌月分から支給となります。
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�

◆訓練促進費（月額）
　　　　　　 ７０,５００円（住民税課税世帯）
　　　　　　１４１,０００円（住民税非課税世帯）
◆一時金　　 ２５,０００円（住民税課税世帯）
　　　　　　 ５０,０００円（住民税非課税世帯）

※申請を希望される場合は、事前相談が必要です。電
話でご予約の上、福祉課窓口までお越しください。
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　神埼市役所　福祉課　�３７�０１１０
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本事業は、市民の主体的な
参画によるまちづくりを推
進するため、市民の自主的か
つ公益性のある活動を行う
団体に対して補助金を交付
し、支援していくものです。
１０月に３次募集を行い、書
類審査の結果、次の１団体に
補助金交付決定をしました。
交付決定を受けた団体は、
地域の活性化及び協働のま
ちづくりに貢献する公益性
のある活動を展開していた
だきます。
����
姉川上分伝統芸伝承の会
　代表　井手　靖治
�������
神埼市役所　市長公室
�３７�０１０２
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月　

日
と　

日
の
両
日
、
地

１１

１７

１８

域
審
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
神
埼
市
内
の
公
共
交
通

な
ど
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ

れ
ま
し
た
。

地
域
審
議
会
は
、
合
併
に
よ
り

行
政
区
域
が
拡
大
し
住
民
の
意

見
が
新
市
に
反
映
さ
れ
に
く
く

な
る
こ
と
を
懸
念
し
、
地
域
住
民

の
声
を
聞
き
な
が
ら
よ
り
良
い

地
域
づ
く
り
が
で
き
る
よ
う
旧

３
町
村
を
単
位
と
し
て
設
置
さ

れ
た
市
の
付
属
機
関
で
す
。
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神
埼
市
で
は
、
平
成　

年
７
月

２１

か
ら
巡
回
バ
ス
実
証
運
行
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
神
埼
市
地
域

公
共
交
通
会
議
・
活
性
化
協
議
会

で
は
、
こ
こ
ま
で
の
巡
回
バ
ス
の

利
用
状
況
や
市
民
の
皆
さ
ま
か

ら
の
ご
意
見
等
を
踏
ま
え
、
地
域

住
民
・
交
通
事
業
者
・
行
政
が
連

携
し
て
、
今
後
の
利
用
促
進
に
向

け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

月　

日
に
開
催
し
た
会
議

１１

２６

の
会
議
録
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
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１
月　

日
（
金
）
ま
で

２９

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時　

分
１５

ま
で
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神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

各
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室
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国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ

る
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
訪
問
販

売
に
関
す
る
相
談
が
急
増
し
て
い
ま

す
。神

埼
市
で
も
、
住
宅
用
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
が
、
設
置
に
あ
た
っ
て

は
、
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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①
必
ず
複
数
の
見
積
り
を
取
り
、
納

得
で
き
る
事
業
者
と
契
約
し
ま

し
ょ
う
。

補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
も
高
額
の

契
約
で
す
。
特
定
の
事
業
者
と
契

約
を
急
ぐ
こ
と
な
く
、
複
数
の
事

業
者
の
見
積
り
を
取
り
、
慎
重
に

契
約
し
ま
し
ょ
う
。

②
補
助
金
、
発
電
量
、
売
電
量
な
ど

に
つ
い
て
、
自
分
で
も
情
報
収
集

し
ま
し
ょ
う
。

事
業
者
の
言
い
分
を
鵜
呑
み
に
せ

ず
、
信
頼
で
き
る
機
関
や
人
に
質

問
、
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
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保
健
環
境
課

�
３
７�
０
１
１
２

神
埼
市
役
所　

商
工
観
光
課

�
３
７�
０
１
０
７

�
�
�
�
�
��
	


�
�


�
�
�
�
�

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
も
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

※
１
月
の
相
談
は
、
４
日
か
ら
開

始
し
ま
す
。
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佐
賀
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
佐
賀
県
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
）
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輸血を必要とする患者さんを守るため、身近な
ボランティアの献血に、ひとりでも多くの方のご
協力をお願いします。
����　１月２７日（水）

０９：００～１２：００
１３：００～１６：００

����　神埼町保健センター
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○ 献血種類は４００�献血をお願いします。
○ １８才～６９才まで参加できます。

※その他条件については、お問い合わせください。
※今回４００�献血をしていただいた方には、神埼
ライオンズクラブ・神埼ロータリークラブより、
『おいしいパン』のプレゼントがあります。
�������

佐賀県赤十字血液センター業務課 �３２�１０１１
神埼町保健センター �５１�１２３４
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月
は
、
神
埼
市
役
所
で
行
い
、

１２
４
組
（
５
人
）
が
来
庁
さ
れ
ま
し
た
。
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狩
野　

常
徳　
（　

月
３
日
付
）

１２


